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松田 治 （まつだ おさむ）

広島大学名誉教授。現在は、中央環境審議会水環境部会委員、国際エメック

スセンター副理事長、NPO 法人瀬戸内海研究会議顧問、海洋政策研究所特別研究

員などを務める他、かがわ「里海」づくり協議会アドバイサー、志摩市里海創

生推進協議会委員、NPO 法人里海づくり研究会議理事長などとして地域の里海づ

くりも進めている。

昭和 19年生まれ、東京大学農学部水産学科卒業、農学博士。昭和 46年から

平成 15年まで、広島大学にて瀬戸内海を中心に、水圏環境学、水域物質循環論、

沿岸環境管理論などの研究・教育に従事。南極昭和基地越冬をはじめとして、

北極海、南北太平洋、熱帯マングローブ域などフィールドワークは多数。  

著書に、「瀬戸内海を里海に」（編著）、「森里海連環学」（共著）、「閉

鎖性海域の環境再生」（共著）、「海洋問題入門」（共著）、「里海としての

沿岸域の新たな利用」（共著）その他。趣味は山歩き、シニアサッカー、田舎

暮らしなど。



日本発「里海（Satoumi）」を世界に広げる

松田 治（広島大学名誉教授）

里海と瀬戸内海

里海の語感は、「なつかしさ」さえ感じさせるが、実は、この言葉は比較的新

しい。里海が沿岸域の環境保全や資源管理の場に登場してからまだ 20年足らず

である。しかし、この間に人が海と密接に関わりながら豊かな海づくりを目指

す里海の考え方と里海づくりの実践は、国の内外で着実な広がりをみせている。

里海の考え方は、国内で様々な行政施策に取り入れられているのみならず、

Satoumi として国際的にも関心を呼んでいる。「日本発、瀬戸内海そだち」とも

称される里海は、瀬戸内海の環境保全の歴史とも関係が深い。

「瀬戸内法」制定 40 周年を 2013 年に迎えた瀬戸内海は、2015 には「瀬戸内

法」改正とこれに基づく国の基本計画の大幅改定を完了し、歴史的に見ても重

要な転換期を迎えている。制度的にも「豊かな海」を目指すこととなった瀬戸

内海では、里海づくりの実践も盛んである。その背景として、瀬戸内海がかつ

て高度経済成長期の公害時代に「瀕死の海」を経験したことがある。その後、

「瀬戸内法」の制定をはじめとする様々な仕組みや取り組みにより、水質はか

なりの程度に改善されたものの、アサリの激減やノリの色落ちが頻繁に報告さ

れるようになった。生物多様性や水産資源が回復しない瀬戸内海の再生は、「き

れいな海」をまっしぐらに目指してきた瀬戸内海の「豊かな海」への方向転換

と軌を同じくするもので、人と自然の共存のもとに豊かな沿岸海域を目指す里

海づくりと表裏一体の関係にある。

管理方針の大転換

長い歴史のある瀬戸内海の環境管理制度は、現在、格別に重要な転換期を迎

えている。すなわち、2015 年 2 月末に国の瀬戸内海環境保全基本計画の大幅改

定が閣議決定されると、これを裏づける形で同年 9 月末には国会で改正「瀬戸

内法」が成立した。法律と基本計画のこれまでにない大幅な改定がセットでな

されたことになる。これらの大幅な制度の改変を受けて、2016 年秋には、これ

らを具体化する関係府県による新たな府県計画が策定され、新たな施策がいよ

いよ実施に移される運びとなった。

今回の改定の趣旨は、「きれいな海」から「豊かな海」への目指すべき方向の

大転換である。公害、富栄養化時代の「瀬戸内法」制定以来、政策的には長年

にわたって汚れた海をきれいにすることに注力した結果、水質的に「きれいな

海」はかなりの程度に実現された。近年、大阪湾を除く瀬戸内海では、海水中

の全窒素（TN）、全リン（TP）濃度の環境基準達成率はほぼ 100％に達している。

一方で、自然の海岸線や藻場・干潟は減少し漁獲量も減少して、瀬戸内海の



本来の豊かさは失われ、「貧栄養化」の影響が新たな課題となってきた。

そこで、今回の制度改変では、従来の規制型の水質保全からより積極的な水

産資源の確保や環境の保全・再生などに大きく軸足が移され、瀬戸内海を「多

面的価値及び機能が最大限に発揮された豊かな海とする」ことが改正法の基本

理念にも明記された。生態系と物質循環を重視する里海の考え方が大幅に導入

されたといえる。

豊かな里海をめざして

国の基本計画の大幅改定は、従来の２本柱から４本柱への変化と表現できる。

すなわち、改定前には、①「水質の保全」と②「自然景観の保全」が２本柱で

あった。これに対し、改定後は、①「水質の保全及び管理」、②「自然景観及び

文化的景観の保全」、③「沿岸域の環境の保全、再生及び創出」、④「水産資源

の持続的な利用の確保」が新たな４本柱となった。新制度では、「瀬戸内法」の

“守備範囲”が大幅に拡大し、分野・省庁横断的な取り組みの重要性が格段に

増している。さらに、改定後には、全体として「湾・灘ごと」、「季節ごと」の

状況に応じた方策が重視され、地域における里海づくりとともに科学的データ

の蓄積や順応的管理など新たな方策が導入された。

今回の方向転換は、瀬戸内海が東京湾や伊勢湾にも先駆けて「ポスト総量負

荷削減時代」に入ったことを意味している。しかし、新たな方向性は定まった

ものの、目指すべき山は高く大きい。「豊かな里海」を目指す新たな目標は単に

過去の時代に戻ることではない。多面的な「海の恵み」（生態系サービス）の総

体を、今までになかったレベルで最大化することである。

湾・灘協議会の運営、湾・灘ごとの「豊かな里海」の指標の設定や順応的管

理のためのモニタリングだけでも実際には容易ではない。「豊かな里海」の実現

には、栄養塩の供給、基礎生産から高次生産に至る生物生産力を担う健全な物

質循環と、その「場」に当たる多様な生物生息環境の確保が必要である。これ

からは、専門家のみならずあらゆる立場の人が、力を結集して多様な連携と工

夫をする価値が大いにある。多くの方々の立場に応じた多様な連携と参画を通

じて瀬戸内海全域に「豊かな里海」を実現し、さらにはそれを内外に広めてゆ

きたい。

里海づくりの動き

里海づくりに関連した早い時期の動きとしては、瀬戸内海環境保全知事・市

長会議（知事・市長会議）が 2004 年に開始した新たな法整備を目指す動きがあ

る。知事・市長会議は、当時、筆者が会長を務めていた瀬戸内海研究会議の協

力も得て、翌 2005 年には里海をキイ・コンセプトにした「瀬戸内海再生方策」

をとりまとめた。これに基づいて、知事・市長会議は瀬戸内海の「豊かな里海



としての再生」（生物多様性の確保と水産資源の回復）と「美しい里海としての

再生」（美しい自然とふれあう機会の提供）を進めることとし、2007 年には大署

名運動を展開して 140 万人以上の賛同署名も集められた。この動きは漁業関係

者の動きとも連動し、瀬戸内海関係漁連・漁協連絡会議（漁連・漁協連）は「真

に豊かな海の再生」を目指すための 7 つの要望事項を明らかにし、2012 年には

「『新瀬戸内海再生法』の整備に向けて」（パンフレット）をとりまとめた。

国の「21世紀環境立国戦略」が 2007 年に閣議決定すると、取り組むべき施策

の一つである〝豊穣の「里海」の創生″を受けて、環境省はモデル海域で里海

創生支援事業（平成 20-22 年度）を実施し、「里海ネット」（ウェブサイト）や

里海づくりの手引書も作成した。この手引書では、次のような瀬戸内海におけ

る特長的な里海づくりの取組み事例を取り上げている。

・やまぐちの豊かな流域づくり構想（椹野川流域から河口干潟）

・厳島神社境内の禁漁区の設定

・赤穂海岸及び相生湾における自然再生を中心にした里海づくり

・中津干潟における環境学習

・岡山県日生町におけるアマモ場の再生活動

一方、農林水産省は農林水産省生物多様性戦略（2007）で「里海・海洋の保

全」と「森川海を通じた生物多様性保全の推進」を取り上げ、これらが全国各

地の環境・生態系保全活動支援事業、水産多面的機能発揮対策事業や漁場保全

の森づくり事業等につながった。

里海づくりの新たな動きとしては、地方自治体の里海づくり政策が、全県レ

ベルや全市レベルで推進されている例がある。ここで紹介する香川県は、“か

がわ「里海」づくり”ビジョンをとりまとめ、2013 年 9月に高松で行われた「瀬

戸内法」制定 40周年記念式典では、浜田香川県知事自らがこのビジョンを公表

した。このビジョンでは、里海づくりのコンセプトと目的がよく取りまとめら

れており、「わたしたちは、瀬戸内海とどう関わっていけばよいのか」、「目指す

のは、人と自然が共生する豊かな海」といったテーマが分かりやすく示された。

その後、全県域を対象とした公的な施策の一環として、海ごみ対策、エコツー

リズム等が積極的に推進され、里海大学も開校された。これらは、注目すべき

新たな動きであり、次第に周辺府県にも拡がることを期待したい。

里海の国際発信

里海は、近年 Satoumi と記されて国際的にも強い関心が寄せられている。里海

が国際的に評価される理由は何か？ 欧米では自然環境や資源の保護・保全と利

用・開発を空間的に分ける考え方が主流であったのに対し、里海では保全と

利用を同一空間内でも調和させようとする新たなコンセプトが提示されている



ことがある。海洋保護区（MPA: Marine Protected Area）の在り方などでも、里

海のコンセプトが国際的に重要課題となってきたのである。

さらに重要な点は、近年の沿岸域管理に関する国際的な新たな潮流と里海の

考え方の親和性にある。つまり、国際的には Integrated Coastal Management（ICM:

統合的沿岸域管理＝沿岸域の総合的管理）、Ecosystem Based Management（EBM:

生態系管理）や Community Based Management（CBM:地域主導型管理）が、近年

の重要な流れである。里海はこれらのいずれとも親和性が強い。里海は、国内

における「水質管理中心主義から生態系管理へ」の方向転換や「法律中心から

地域主導型合意形成へ」の変化にも概ね対応しており、また流域圏を通して里

山と里海をつなぎ森里海を一体的に捉える考え方は、「海域の単独管理から陸域

を含む沿岸域の総合的管理へ」の変化によく合致している。

Satoumiに関する国際会議も頻繁に行われるようになった。例えば、世界閉鎖

性海域環境保全会議（EMECS）、東アジア海洋会議（EAS-Congress）、生物多様

性条約第 10 回締約国会議（CBD-COP10）などをはじめとして、世界各地で

Satoumi に関するセッションやワークショップが開かれた。国際機関による

Satoumi に関する英文出版もなされている。例えば、CBD 事務局からは日本の

Satoumi に 関 す る 英 文 研 究 報 告 が 出 版 さ れ 、 国 際 連 合 大 学 か ら も

Satoyama-Satoumi and Human We11-Being が刊行され、その訳書「里山・里海 自

然の恵みと人々の暮らし」も出版された。里海は、国内では既にさまざまな公

的な施策や国家戦略などに取り込まれていることを紹介したが、前述の環境省

の里海創生支援事業では、国内各地の里海づくりの支援のみならず、里海の海

外向け発信をも推進した。

おわりに

以上から、里海の概念の有用性として、大局的には、国際的にも評価されて

いるように、環境や資源の保全と利用を持続的に調和させる点があり、また、

実践としての里海づくりには身近に豊かな海を実現する点がある。里海は、「水

質管理から生態系管理へ」の方向転換や「規制行政中心から地域主導型合意形

成へ」の変化にも対応しており、里山と里海を一体的に捉える考え方は「海域

の単独管理から沿岸域の総合的管理へ」の方向転換の実現にも寄与できるもの

である。

最近，里海の考え方は一般社会の中でも市民権を得つつあり、全国紙の社説

で「里海創生」が「海を身近にするチャンスに」として取上げられ、あるいは

TV 番組の NHK スペシャルでは「里海・SATOUMI 瀬戸内海」が全国放映され、

国際放映もされた。里海と Satoumi を世界に広げることによって、世界各地の

沿岸域に豊かな海と豊かな地域社会が持続的に実現することを期待したい。






















